
卒ＦＩＴ買取事業者連絡会 会則 

制定 ２０１９年１０月２３日 

 

第１章 総則 

 

（名称） 

第１条 本会は、卒ＦＩＴ買取事業者連絡会と称する。 

 

（目的） 

第２条 本会は、ＦＩＴ制度による買取期間を満了する卒ＦＩＴ電源の保有者に対し、消費者保護の観点

に留意した上で、買取を希望する事業者の買取価格等の情報を提供することで、卒ＦＩＴ電源からの電力

の有効活用を促進することを目的とする。 

 

（活動） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。  

（１）旧一般電気事業者（小売）が卒ＦＩＴ電源の保有者に個別に送付する通知（以下、「個別通知」）

に、会員の買取価格等の情報を書面にて同封し、提供すること 

（２）前１号で「個別通知」に同封する書面が満たすべき要件の策定 

（３）前１号で「個別通知」同封する書面が前２号の要件を満たしているかの確認 

（４）前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な活動 

 

 

第２章 会員 

 

（入会） 

第４条 本会への入会を希望する事業者は、別に定める入会手続きに従って入会申込を行い、幹事会の承認を

得なければならない。 

２ 幹事会は、入会を希望する事業者が下記の要件を満たしていることを確認の上、入会の可否を判定する。 

（１）入会申込時点で登録小売電気事業者であること 

（２）入会申込時点の直近１年間に低圧での小売実績があること 

（３）入会申込時点で資源エネルギー庁のホームページ「どうする？ソーラー」において「売電できる事業者」として

掲載されていること 



３ 入会を希望する事業者が、前項第２号の要件を満たす事業者の親会社、子会社又は関連会社のいずれか

であり、前項第１号及び前項第３号の要件を満たす場合には、前項各号の要件を満たしているものとみな

す。 

４ 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として本会に対してその権利を行使する１人の

者（以下「会員代表者」という。）を定め、会長に届け出なければならない。 

５ 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。 

６ 第１項の入会申込を行う事業者は、入会申込時に、自らが暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、その他

反社会的勢力に該当しないこと等を表明し、かつ将来にわたっても該当しない旨の確約書を提出しなければ

ならない。 

 

（費用） 

第５条 入会金及び会費は不要とする。 

２ 第３条の活動に必要な費用は、別に定める方法で精算し、各会員が応分を負担することとする。 

３ 第３条の活動に関して、幹事会の議決事項により、各会員が損害を被った場合、幹事及び幹事会はその責

任を負わず、各会員が負担することとする。 

 

（退会） 

第６条 会員が本会からの退会を希望するときは、別に定める退会届を会長に提出しなければならない。 

２ 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。  

（１）法人又は団体が解散し、又は破産したとき。 

（２）第４条第２項に規定する要件を満たさなくなったとき。 

（３）第５条第２項に規定する費用を納入しないとき。 

 

（除名） 

第７条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、幹事会において幹事現在数の３分の２以上の議決を得

て、これを除名することができる。  

（１）本会則に違反したとき。 

（２）本会の名誉をき損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき。 

２ 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う幹事

会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。 

 

 

 



（会員資格の喪失に伴う権利及び義務） 

第８条 会員が第６条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免

れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。 

 

 

第３章 役員 

 

（種類及び定数） 

第９条 本会に、次の役員を置く。  

（１）幹事 会員のうち最大５社より各社１名とする。 

２ 前項１号の幹事のうち、１名を会長とする。 

 

（選任） 

第１０条 幹事は総会において会員の中から互選により定める。ただし、幹事会において特に必要があると認めら

れる場合は、若干名を限度として、現在の幹事以外の会員を幹事に選任することを妨げない。 

２ 会長は幹事会において幹事の中から互選により定める。 

 

（オブザーバー） 

第１１条 幹事会は、関係省庁及びその他の関係者について、必要に応じて本会のオブザーバーとして委嘱する

ことができる。 

２ オブザーバーは、必要に応じて総会及び幹事会に出席し、意見を述べることができる。 

 

（職務） 

第１２条 幹事は、幹事会を構成し、活動の執行を決定する。 

２ 会長は、本会を代表し、活動を統轄する。 

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、幹事会においてあらかじめ定めた順序により、その職務を代行

する。 

 

 （任期） 

第１３条 役員の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の残

任期間とする。 

３ 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 



（解任） 

第１４条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、幹事会において幹事現在数の３分の２以上の議決を

得て、当該役員を解任することができる。  

（１）心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 

（２）職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。 

２ 前項第２号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う幹事

会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。 

 

 

第４章 会議 

 

（種別） 

第１５条 本会の会議は、総会及び幹事会とし、幹事現在数の３分の２以上の同意があった場合は、電磁的

方法での開催も可能とする。 

 

（構成） 

第１６条 総会は会員をもって構成する。 

２ 幹事会は、幹事をもって構成する。 

 

（権能） 

第１７条 総会は、幹事の選任、会則の変更及び本会の運営に関する特に重要な事項を議決する。 

２ 幹事会は、総会の議事（会議の目的たる事項及びその内容）、本会の運営に関する重要事項及びその他

活動の執行に関する事項を議決する。 

 

（開催） 

第１８条 総会は、毎年１回以上開催する。 

２ 幹事会が必要と認めたときには、臨時総会を開催することができる。 

３ 幹事会は、四半期に１回以上開催するほか、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。  

（１）会長が必要と認めたとき。 

（２）幹事現在数の３分の１以上から議事を示して請求があったとき。 

 

 

 



（招集） 

第１９条 総会及び幹事会は、会長が招集する。 

２ 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに議事を示した書面又は電磁的方法にて、開会の日の７日前

までに通知しなければならない。 

３ 幹事会を招集する場合も同様とする。ただし、議事が緊急を要するもので、幹事現在数の３分の２以上の

同意があった場合は、この限りでない。 

 

（議長） 

第２０条 総会及び幹事会の議長は、会長又は会長が指名する幹事がこれにあたる。 

 

（定足数） 

第２１条 総会は会員現在数の２分の１以上の出席をもって成立する。ただし、あらかじめ書面又は電磁的方

法によって会長又は当該会員が指定する会員に委任がされている場合は、出席したものとみなす。 

２ 幹事会は、幹事現在数の３分の２以上の出席をもって成立する。 

 

（議決） 

第２２条 総会の決議は、出席会員の過半数の同意によって成立し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

２ 総会においては、第１９条第２項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。 

３ 総会において議決すべき事項につき特別な利害関係を有する会員は、当該事項について表決権を行使する

ことができない。 

４ 幹事会の決議は、出席幹事の過半数の同意によって成立し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

５ 幹事会においては、第１９条第３項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができ

る。ただし、議事が緊急を要するもので、出席幹事の３分の２以上の同意があった場合は、この限りでない。 

６ 幹事会において議決すべき事項につき特別な利害関係を有する幹事は、当該事項について表決権を行使す

ることができない。 

 

（書面表決等） 

第２３条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は

電磁的方法又は代理人をもって表決権を行使することができる。 

２ 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。 

３ 第１項の規定により表決権を行使する会員は、第２１条第１項及び前条第１項の規定の適用については

出席したものとみなす。 



４ やむを得ない理由のため、幹事会に出席できない幹事は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理

人をもって表決権を行使することができる。 

５ 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。 

６ 第４項の規定により表決権を行使する幹事は、第２１条第２項及び前条第４項の規定の適用については

出席したものとみなす。 

 

（議事録） 

第２４条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。  

（１）日時及び場所 

（２）会員の現在数 

（３）出席した会員の数及び氏名（書面表決者及び表決委任者を含む。） 

（４）議決事項 

（５）議事の経過の概要 

２ 幹事会の議事については、本条前項の「会員」を「幹事」と読み替えて適用する。 

 

第５章 資産の管理 

 

（資産の管理） 

第２５条 本会が資産を有した場合、本会の資産は、会長が管理し、その管理の方法は、幹事会の議決による。 

 

第６章 会則の変更、解散等 

 

（会則の変更） 

第２６条 本会則は、総会の議決及び幹事会において幹事現在数の３分の２以上の議決を得なければ変更

することができない。 

 

（解散） 

第２７条 本会は、２０２７年３月３１日をもって解散する。ただし、同年１月３１日以前の幹事会におい

て、５年以内の解散期日を定めた上で、存続についての議決があった場合はこの限りではない。 

２ 前項の規定にかかわらず、本会は、幹事会の議決により解散する。 

３ 前項の議決により解散する場合は、会員の過半数の同意及び幹事会において幹事現在数の３分の２以上

の議決を得なければならない。 

 



附則 

 

（本会則の施行日） 

第１条 本会則は２０１９年１０月２３日から施行する。 

 

（入会要件に係る経過措置） 

第２条 本会則第４条第２項第３号の要件を満たさない場合、２０１９年１０月３１日までの入会申込に

限り、掲載に向けた手続きの進行中である旨を示す書面の提出を以て、同号の要件を満たしているものとみ

なす。 

  



「個別通知」に同封する書面が満たすべき要件について 

 

卒ＦＩＴ買取事業者連絡会 会則 第３条第２号で規定する「『個別通知』に同封する書面が満たすべき要

件」は、以下の通りとする。 

 

第１条（様式）  

「個別通知」に同封する書面の様式（会員ごとの記載エリアの大きさ等）については、旧一般電気事業者エリア

ごとの同封希望会員数を踏まえ、幹事会が定めることとする。  

 

第２条（記載必須事項） 

次の各号に掲げる項目については、書面に必ず記載することとする。 

（１） 事業者名 

（２） 連絡先（買取情報を掲載しているホームページのＵＲＬ（ＱＲコード可）および問合せ先電話番号） 

（３） 買取エリア 

（４） 買取単価（円／ｋＷｈ） 

（５） 適用条件 

（６） 前４号の買取単価を適用する申込期限  

（７） 前４号の買取単価を適用する期間またはその他記載内容における有効期間を設ける場合、その期間  

（８） 前５号の適用条件としてサービス加入もしくは機器購入等を義務付ける場合、そのサービス加入もしくは

機器購入等に要する総額費用 

（９） 契約、解約、その他各種手続きに係る手数料を徴収する場合、その費用及び条件 

 

第３条（記載禁止事項） 

次の各号に掲げる項目については、書面への記載を禁じることとする。 

（１）  第２条第５号の適用条件に無関係の機器販売もしくはサービス加入等についての情報 

  

第４条（留意事項） 

書面への記載にあたっては、次の各号に掲げる点に留意すること。 

（１） 景品表示法、特定商取引法、消費者契約法等、関連法規を遵守すること。 

（２） 当該会員がホームページ等で公開している情報を記載すること。 

（３）  第２条第３号の買取エリアについては、原則都道府県単位で記載し、買取エリアが都道府県内の一

部地域に限られる場合には、その旨を記載すること。 

（４） 第２条第４号以下の文字表記は、最低６ｐｔ以上（推奨８ｐｔ以上）で記載すること。 



（５） 第２条第５号の適用条件については、発電容量、設置年月、設置先建物の用途、他契約の有無、そ

の他各種条件により適用の可否を定める場合、その条件を記載すること。 

（６） 買取単価の適用期間は原則１年以上とすること。１年に満たない期間限定の買取単価（以下、期間

限定の買取単価）を設定する場合には、期間限定の買取単価の適用期間を明示したうえで、買取単

価よりも小さな文字で、買取単価とは明確に区分して記載すること。 

（７）  作成済み書面の発送期間中に買取単価等を変更した場合、第２条第６号の申込期限内においては

第２条第４号の買取単価による申込を受け付けること。ただし、書面に記載の買取単価よりも高い買

取単価での買取を実施する場合はこの限りでない。 

 

第５条（取次事業者または代理事業者による買取情報記載時の留意事項） 

会員が、当該会員の取次事業者または当該会員の代理事業者（以下、当該取次事業者等）による買取情

報を記載する場合は、次の各号に掲げる点に留意すること。 

（１） 第１条に定める書面の範囲内において、当該会員の責任により記載すること。 

（２） 第２条第１号に定める事業者名として、当該会員の事業者名および当該取次事業者等の事業者名

を記載し、当該会員と当該取次事業者等との関係性（取次または代理）について明示すること。 

（３） 第２条第２号に定める連絡先として、当該会員の連絡先または当該取次事業者等の連絡先を記載

すること。 

 


